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たじみビジネスプランコンテスト募集要項    

 

 今、多治見市のまちは、駅周辺の市街地再開発事業や、中心市街地活性化事業によって、

生まれ変わろうとしています。新型コロナウイルスが収束方向に向かい、ビジネス活動や人

の移動も再開・活発化が進む中で元気な多治見市を、私たちと一緒に創造しませんか？ ま

ちなかを活性化し、多治見市全体が、もっと元気になることを目指して、多治見市への出店

者・創業者を募集します。 

※ スケジュールや内容を変更することがありますので、ご了承願います。 

 

    募集期間 
   

令和５年６月１日（木）～令和５年８月３１日（木） 

 

   募集部門 

「まちなか出店部門」と「新起業・創業部門」の２つの部門からどちらか１つに 

応募することができます。 

※第２創業とは別会社設立のみならず、新規プロジェクトも対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

１ 応募要件 

   多治見の活性化に本気で取り組む情熱のある方、市内外問わず、どなたでもご応募い

ただけます。 

①  多治見市内で出店・起業を令和７年３月３１日までに実施すること。また、令和

４年９月１日以降にすでに出店・起業している方や、最終審査前に出店・起業する

予定の方も対象とします。ただし、賞金は翌年度に授与します。 

  ② 個人もしくは団体、企業など、組織の法的な形態は問いません。 

  ③ 第２創業（すでに何らかの事業を行っている事業者がその業態の変更、または新た

に別の事業への進出）も応募対象とします。ただし、新たに事業所を持たない場合

等については、多治見市内に本社登記されている事業所に限ります。 

まちなか出店部門   
 

まちなかグランプリ 副賞 300 万円 
 
 

中心市街地活性化に寄与する出店で、まち
なかエリア（別添参照）への出店に限りま
す。 
※エリア境界付近でまちなかの対象か確認
したい場合は、お気軽にご相談ください 
※ 副賞は、出店および開業の事実がわか
るもの（開業届、登記事項証明書、賃貸借
契約書、営業許可書等）の写しを提出後、
引き換えとなります。 
※本店機能が多治見市内にあるものが対象
となります（支店や２号店などは対象外）。 
 

新起業・創業部門   
 

創業グランプリ 副賞 200 万円 
 
 

多治見の地域経済を活性化する新起業・
創業を対象とします。 
 
※ 副賞は、サービスの提供／商品の販売
の開始および開業の事実がわかるもの（開
業届、登記事項証明書、賃貸借契約書、営
業許可書等）の写しを提出後、引き換えと
なります。第２創業の場合は新規事業（新
会社）でのサービスの提供／商品の販売の
開始がわかるものの提出が必要となりま
す。 
 
 

第２創業 
OK！ 

それぞれの部門にグランプリの

該当者がなかった場合、審査会

にて部門を超えて賞を変更する

ことがあります。 
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  ④ 市税等の滞納者を除きます。 

  ⑤ 中心市街地空き店舗の家賃補助を受けている事業、受けた事業については対象外

とします。 

  ⑥ 一次審査を通過した場合に、ブラッシュアップ支援への参加及び最終審査に参加

していただける方。（参加できない方は、選考の対象外となります） 

 ⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体又はそれら

の構成員の方は対象外とします。 

 

２ 主催  多治見市 

 

３ 共催  たじみＤＭＯ（一般社団法人多治見市観光協会）、多治見商工会議所、笠原

町商工会、東濃信用金庫、十六銀行、日本政策金融公庫、岐阜県信用保証協

会 

 

４ 選考方法 

  ① 一次審査（書類審査） 

  ② 二次審査（公開プレゼンテーション） 

  

５ 審査基準 

Ⅰ まちなか出店部門 

 ① 中心市街地の活性化、にぎわい創出への寄与 

 ② 事業の波及効果・発展性 

 ③ 事業性（実現性・持続性・新規性・独創性） 

 

Ⅱ 新起業・創業部門 

 ① 事業性（実現性・持続性・新規性・独創性） 

 ② 事業の波及効果・発展性 

 

６ 審査員 

  企業経営者、金融機関、商工会議所等７～８名程度を予定しております。 

 

７ 申し込み方法 

（１）提出物  ・応募フォーム ・資本計画及び収支計画書 

（２）提出方法 ・郵送（簡易書留）又は E メール添付（締切日消印有効） 

                ・受領通知を発行しますので、必ず確認してください。 

（３）提出先  ・〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町 2 丁目 15 番地 

多治見市役所 産業観光課 宛  

・info@tajicon.com  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

※ お問い合わせ 多治見市役所 産業観光課 0572- 22- 1252   
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８ 選考スケジュール  

① たじみビジネスプランコンテスト応募説明会 

5 6 3  10:00  12:00   

② 応募期間 

5 6 1 8 31    

③ ビジネスプラン作成支援セミナー 

5 6 14  10:00  12:00   

5 6 23  10:00  12:00   

④ 応募及びプラン作成の随時相談 

5 6 1 8 31   8:30 17:15  

 0572- 22- 1252   

⑤ 一次審査結果通知 

5 9 25  

  

5 10 13  

⑦ 二次審査に向けた計画のブラッシュアップ 

      5 9 26 6 1 25  

⑧ プレゼン研修 

5 10 11  

  ⑨ 最終審査（公開プレゼンテーション形式：「き」業展会場） 

      

6 1 13     

最終審査会 

6 1 27   9 00 16 00 MINO  

 

９ グランプリ受賞者について 
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＊提出書類は返却いたしません。 
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